
 

随意契約締結状況（100万円以上） 

    

1 

 

 

 

 

 

物品等又は役務の 

名称及び数量 

随意契約 

担当部課の名称 

及び所在地 

随意契約を 

締結した日 

随意契約の相手方の 

氏名及び住所 

随意契約 

にかかる 

契約金額 

随意契約によることとした理由 
その他必要な 

事項（備考） 

1 
入口自動ドアの整備 

（香川県赤十字血液センター） 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和４年３月16日 
ナブコドア株式会社 四国支店 

香川県高松市上福岡町2012-13 
3,740,000円 

日本赤十字社会計規則第36条第４項

に該当するため。 
 

2 

本館建物総合管理及び丸亀町出

張所清掃業務委託 

（香川県赤十字血液センター） 

 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和４年４月２日 
西日本ビル管理株式会社 

香川県高松市東ハゼ町５番地６ 
5,517,600円 

日本赤十字社会計規則第36条第４項

に該当するため。 
 

3 

白血球数試験の検査体制の変更 

に伴う検査関連機器設置工事 

（日本赤十字社中四国ブロック 

血液センター） 

 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和４年４月21日 
株式会社大林組 広島支店 

広島県広島市中区小町１番25号 
1,485,000円 

日本赤十字社会計規則第36条第４項

に該当するため。 
 

4 
蓄冷剤用冷蔵庫の整備 

（広島県赤十字血液センター） 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和４年６月８日 
ホシザキ中国株式会社 

広島県広島市中区土橋町１-13 
1,580,000円 

日本赤十字社会計規則第36条第５項

及び同規則施行細則第35条第２号に

該当するため。 
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物品等又は役務の 
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事項（備考） 

5 
移動採血車発動発電機の整備 

（徳島県赤十字血液センター） 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和４年６月８日 
有限会社日幸電業社 

徳島県徳島市中洲町１丁目11 
1,968,791円 

日本赤十字社会計規則第36条第４項

に該当するため。 
 

6 
低温作業台の整備 

（島根県赤十字血液センター） 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和４年６月10日 

株式会社大同工業所 

大阪府東大阪市楠根１丁目６番

45号 

1,445,950円 

日本赤十字社会計規則第36条第５項

及び同規則施行細則第35条第２号に

該当するため。 

 

7 

庁舎内エレベータのメンテナンス 

（日本赤十字社中四国ブロック血

液センター） 

 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和４年６月20日 

三菱電機ビルソリューションズ

株式会社 中国支社 

広島県広島市中区中町７番22号 

3,795,000円 
日本赤十字社会計規則第36条第４項

に該当するため。 
 

8 
血小板恒温槽・振とう機の整備 

（島根県赤十字血液センター） 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和４年６月22日 

株式会社大同工業所 

大阪府東大阪市楠根１丁目６番

45号 

1,320,000円 

日本赤十字社会計規則第36条第５項

及び同規則施行細則第35条第２号に

該当するため。 
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9 
防鳥ネット設置工事 

（山口県赤十字血液センター） 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和４年７月６日 
西部化成株式会社 下関営業所 

山口県大和町１丁目12番24号 
1,920,000円 

日本赤十字社会計規則第36条第５項 

及び同規則施行細則第35条第１号に

該当するため 

 

10 

浜田供給出張所照明器具ＬＥＤ

化更新工事 

（島根県赤十字血液センター） 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和４年７月12日 
島根電工株式会社 西部支店 

島根県浜田市下府町327-63 
1,540,000円 

日本赤十字社会計規則第36条第５項 

及び同規則施行細則第35条第１号に

該当するため 

 

11 

令和４年度 中央監視及び空調

制御装置のメンテナンス 

（日本赤十字社中四国ブロック

血液センター） 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和４年７月７日 

日本電技株式会社 広島支店 

広島県広島市西区観音新町 

１-20-24 

1,650,000円 
日本赤十字社会計規則第36条第４項

に該当するため 
 

 

 


